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規 則

養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則の一部を改

正する規則をここに公布する。

平成24年 3 月 9 日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 6 号

養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則の一

部を改正する規則

養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則（平成元年

高知県規則第 6 号）の一部を次のように改正する。

別表備考 2 中「の規定」を「の規定並びに「控除廃止の影響を

受ける費用徴収制度等（厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の

制度に限る。）に係る取扱いについて」（平成23年 7 月15日付け

雇児発0715第 1 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）」に

改め、同備考( 2 )中「及び」を「、第41条の19の 3 第 1 項及び第

 2 項、第41条の19の 4 第 1 項及び第 2 項並びに」に改め、同表備

考 4 中「すべて」を「全て」に改める。

別記様式を次のように改める。
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附　則

この規則は、公布の日から施行する。

高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成24年 3 月 9 日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第 7 号

高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則

高知県港湾施設管理条例施行規則（昭和29年高知県規則第51

号）の一部を次のように改正する。

別表第 2 の別図13を次のように改める。
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附　則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

高知県告示第139号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

（平成 6 年法律第30号）においてその例によるものとされた生活

保護法第49条の規定による医療機関として、次のとおり指定し

た。

　　平成24年 3 月 9 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

医療機関の名称　医 療 機 関 の 所 在 地　指定年月日

ライオン薬局安　安芸市宝永町 7 －13　  　　　　平24・ 2 ・ 1 

芸店

高知県告示第140号

南国市長から平成24年 1 月高知県告示第43号（公共測量の実施

の通知）で告示した公共測量を平成24年 1 月20日に終わった旨の

通知があったので、測量法（昭和24年法律第188号）第39条にお

いて準用する同法第14条第 3 項の規定により告示する。

平成24年 3 月 9 日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第141号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成24年 3 月 9 日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成24年 3 月 9 日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　国道

 2 　路　線　名  381号

 3 　道路の区域

高知県告示第142号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成24年 3 月 9 日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成24年 3 月 9 日             

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　野見港

 3 　道路の区域

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

高岡郡四万十町古市

町114番 2 から

高岡郡四万十町古市

町116番 2 まで

〜 29前

〜 44後

12.8

         

17.5

12.8

          　  

28.6

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

246
平成24年 3 月 9 

日

須崎市多ノ郷字サガノ谷乙

724番 3 から

須崎市多ノ郷字サガノ谷乙

721番 3 まで

高知県告示第143号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第 1 項第 5 号に規

定する道路として次のとおり指定する。

　　平成24年 3 月 9 日

                    　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

地　名 地　番
幅　　員

(メートル)

延　　　長

(メートル)
備　　考

香南市野市

町大谷字丸

岡

309番 9 

310番 9 

6.02 80.59

高知県告示第144号

昭和61年 5 月高知県告示第317号（港湾施設の概要）の一部を

次のように改正する。

平成24年 3 月 9 日

高知県知事　尾﨑　正直

表下田港の項中

「

「

「

「

「

に、

を

に、

を

「

を

」

」

」

」

」

中村市下田地先

〃

〃

〃

〃

〃

〃

中村市初崎地先

〃

下田港全域

〃

〃

〃

〃

〃

四万十市下田地

先

下田港内岸壁

串江物揚場

串江第 2 物揚場

Ｂ

串江物揚場

串江第 2 物揚場

Ｂ

臨港道路

船戸物揚場

初崎第 3 物揚場

Ｂ

〃　暫定係留施

設Ａ

上記以外の護岸

及び防波堤

臨港道路

船戸物揚場

〃　第 1 船揚場

〃　第 2 船揚場

〃　第 3 船揚場

下田港内岸壁

4.5

3.0

2.0

1.0

〜

3.0

1.0

－

3.0

2.0

－

－

3.0

2.0

2.0

2.0

4.5

300

150

132

150

132

1,186.

1

800

210

130

1,186.

8

800

25

18

20

300

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

－

0.5

1.0

－

0

－

1.5

1.5

1.5

1.5

2.0
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調理師法（昭和33年法律第147号）第 3 条の 2 第 1 項の規定に

よる平成24年度調理師試験を次のとおり行う。

平成24年 3 月 9 日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　試験の日時

平成24年 7 月13日（金）午後 1 時から

 2 　試験の場所

( 1 )　高知会場

高知市本町五丁目 6 －42　高知会館

( 2 )　安芸会場

安芸市本町三丁目11－ 5 　安芸商工会館

( 3 )　幡多会場

四万十市右山五月町 8 －22　四万十市立中央公民館

 3 　受験願書の提出期間

平成24年 5 月18日（金）から同月28日（月）まで（日曜日及

び土曜日を除く。）の午前 8 時30分から午後 5 時15分までの間

に受け付ける。

なお、郵送による場合は、平成24年 5 月28日付けの消印のあ

るものまで受け付ける。

 4 　受験願書の提出先

県内の各福祉保健所及び高知市保健所。ただし、県外に居住

する者は、高知県健康政策部健康長寿政策課（高知市丸ノ内一

丁目 2 －20）に提出すること。

 5 　受験願書の配付時期等

平成24年 4 月25日（水）以降に、県内の各福祉保健所及び高

知市保健所並びに高知県庁本庁舎 1 階募集要項コーナー及び県

内の各市町村窓口において配付する。

 6 　その他

( 1 )　受験についての必要事項は、受験願書に添付する案内書

により指示する。

( 2 )　詳細については、高知県健康政策部健康長寿政策課（電

話番号088－823－9675）に問い合わせること。

土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の 2 第 3 項の規定

により、県営土地改良事業の工事の完了を次のとおり公告する。

　　平成24年 3 月 9 日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 ( 1 )　土地改良事業の名称

ため池等整備事業（用水施設）

　( 2 )　地区名

    　黒石地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　平成10年 3 月31日

 2 ( 1 )　土地改良事業の名称

　　　ため池等整備事業（土砂崩壊防止事業）

　( 2 )　地区名

　　　須川 3 期地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　平成20年 3 月 5 日

 3 ( 1 )　土地改良事業の名称

　　　中山間地域総合農地防災事業（保全施設）

　( 2 )　地区名

　　　十和東地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　平成14年 3 月26日

 4 ( 1 )　土地改良事業の名称

　　　中山間地域総合農地防災事業（保全施設）　

　( 2 )　地区名

　　　十和東 2 期地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　平成21年 3 月26日

 5 ( 1 )　土地改良事業の名称

　　　ため池等整備事業（用水施設）

　( 2 )　地区名

　　　西山地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　平成17年 2 月22日

 6 ( 1 )　土地改良事業の名称

　　　ため池等整備事業（保全施設）

　( 2 )　地区名

　　　黒耳地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　平成17年 7 月 5 日

 7 ( 1 )　土地改良事業の名称

　　　湛水防除事業（排水施設）

　( 2 )　地区名

　　　桐間地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　昭和52年 3 月31日

 8 ( 1 )　土地改良事業の名称

　　　農免農道整備事業（農道）

　( 2 )　地区名

　　　大越地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　昭和46年 3 月31日

 9 ( 1 )　土地改良事業の名称

　　  農免農道整備事業（農道）

　( 2 )　地区名

　　　大越第 2 地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　昭和49年 3 月31日

四万十市初崎地

先

〃

〃

下田港全域

初崎第 3 物揚場

Ｂ

〃　暫定係留施

設Ａ

臨港道路

上記以外の護岸

及び防波堤

2.0

－

－

－

210

130

50

2,419

1.0

－

－

－

」

に改める。

公 告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7 号）第25条第 4 項の

規定により、特定非営利活動法人の定款変更の認証の申請があっ

たので、同条第 5 項において準用する同法第10条第 2 項の規定に

より次のとおり公告する。

なお、関係書類は、平成24年 2 月29日から 2 月間高知県文化生

活部県民生活・男女共同参画課において縦覧に供する。

平成24年 2 月29日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

申請の

あった

年月日

平成24

年 2 月

29日

定款変更に係る特定非営利活動法人

名称

特定非

営利活

動法人

蛸蔵

代表者の

氏名

竹村　直

也

主たる

事務所

の所在

地

高知市

六泉寺

町87番

10　キ

ャロッ

トハウ

ス302

定款に記載された目的

この法人は、美術、音

楽、演劇、映画などの

作品発表の機会提供に

資する事業並びにその

普及のために必要な事

業を行い、もって公益

の増進に寄与すること

を目的とする。
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10( 1 )　土地改良事業の名称

　　　農免農道整備事業（農道）

　( 2 )　地区名

　　　大越第 3 地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　昭和51年 3 月31日

11( 1 )　土地改良事業の名称

　　　農免農道整備事業（農道）

　( 2 )　地区名

　　　宮谷地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　昭和52年 3 月31日

12( 1 )　土地改良事業の名称

　　　農免農道整備事業（農道）

　( 2 )　地区名

　　　仕出原地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　昭和44年 3 月31日

13( 1 )　土地改良事業の名称

　　　農免農道整備事業（農道）

　( 2 )　地区名

　　　峰の上地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　昭和49年 3 月31日

14( 1 )　土地改良事業の名称

　　　農免農道整備事業（農道）

　( 2 )　地区名

　　　浦の内地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　昭和58年 3 月31日

15( 1 )　土地改良事業の名称

　　　農免農道整備事業（農道）

　( 2 )　地区名

　　　押岡地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　平成 4 年 3 月31日

16( 1 )　土地改良事業の名称

　　　農免農道整備事業（農道）

　( 2 )　地区名

　　　押岡 2 期地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　平成 8 年 3 月31日

17( 1 )　土地改良事業の名称

　　　農免農道整備事業（農道）

　( 2 )　地区名

　　　押岡 3 期地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　平成 8 年 3 月31日

18( 1 )　土地改良事業の名称

　　　農免農道整備事業（農道）

　( 2 )　地区名

　　　多ノ郷第 2 ・ 2 期地区

　( 3 )　工事完了年月日

　　　平成 6 年 3 月31日

公 安 委 員 会 規 則

高知県銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の一部を改正する規則

をここに公布する。

平成24年 3 月 9 日

高知県公安委員会委員長　近森　正幸

高知県公安委員会規則第 1 号

高知県銃砲刀剣類所持等取締法施行細則の一部を改正す

る規則

高知県銃砲刀剣類所持等取締法施行細則（平成21年高知県公安

委員会規則第 9 号）の一部を次のように改正する。

第 4 条第 1 項中「第 8 条第16項」を「第 5 条の 2 」に改める。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

監 査 公 表

監査公表第 2 号

平成24年 3 月 9 日

高知県監査委員

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 9 項の規定によ

り、高知県知事等あて報告を行ったところ、高知県知事等から措

置結果について通知があったので、同条第12項の規定により、次

のとおり公表する。

21高行管第155号

平成21年 6 月30日

高知県監査委員　様

高知県知事

平成20年度行政監査結果に対する措置について（通

知）

平成21年 2 月27日付け21高監報第 4 号で報告のありました、平

成20年度行政監査結果に対して、下記のとおり措置を講じまし

た。

記

Ⅰ　行政財産の目的外使用料の減免について

( 1 )　減免の基準について

（監査結果）

ア　取扱基準について

(ア)　行政財産の目的外使用は、行政財産の本来の用途

又は目的を妨げない範囲において、行政財産自体の効

率的利用の見地から、例外的に認めることが適当であ

るものと考えられ、行政上の許可処分として認められ

ているものである。

また、目的外使用に伴う使用料を減免することは、

それによって許可の相手方に経済的な利益を与えるこ

とにほかならない。

したがって、行政財産の効用を高める、あるいは効

率的利用につながるかどうかという使用許可の判断基

準と、許可した相手方の経済的負担を軽減する必要が

あるかどうかという減免の判断基準は、おのずと違っ

たものであると考える。

(イ)　一般的に、使用を許可するなら、それに見合う対

価を支払ってもらうことは当然のことで、使用料の減

免は、本来、例外的な取扱いと考える。

財産条例は「できる」規定であるので、運用の規定

が整理されていれば問題はない。

しかし、運用の規定である取扱基準では、減免の基

準として、使用目的の公共性、重要性、県の事務事業

に及ぼす効果等が例示されているものの、もともとそ

うした基準で使用許可をするわけであることから、減

免の範囲、とりわけ免除の範囲が拡大してしまうおそ

れがある。

こうしたことから、取扱基準別表の規定が妥当かど

うか今一度検討する必要があるのではないかと考えら

れる。

（措置の内容）

行政財産の目的外使用許可の減免については、高知県財

産条例第10条及び行政財産の目的外使用許可取扱基準に定

めて取り扱っていますが、指摘を踏まえ、取扱基準別表な

どの見直しについて検討します。

（監査結果）

イ　公共的団体について

地方公共団体以外の「公共団体又は公共的団体」は、

財産条例第10条第 1 号で減免の対象とされている。これ

に関して、取扱基準別表では、減免の対象が 6 つに分類

され、それ以外の団体は減免の対象外とされているが、

それらの分類について具体的な説明がなされていない。

このため、事案ごと個別に判断せざるを得ず、県全体

として判断基準の統一性が保ちにくい状態となってい

る。
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したがって、各所属ができるだけ機械的に判断し、運

用できるよう取扱基準別表の具体的な説明及び例示を行

うべきである。

（措置の内容）

各所属ができるだけ機械的に判断・運用できるよう、取

扱基準別表の「公共団体又は公共的団体」の各分類に例示

を加えるなど見直しを行います。

（監査結果）

ウ　公共用について

財産条例第10条第 1 号によって減免ができるのは、団

体の公共性に加えて「公共用又は公益事業の用に供する

とき」という要件を満たした場合に限られる。

しかし、社団法人にしても特定非営利活動法人にして

も、公共的な事業と併せて収益的な事業を行っている団

体がある。中には、民間企業と同様に県の業務を受託し

ている団体もある。このような団体が県の庁舎の一部を

事務所として使用する場合に減免をしているのは、公共

的な事業に着目してのことであると考えられる。

しかしながら、民間企業と同様に実施している事業に

着目すれば、「公共用」と判断することには無理がある

と言わざるを得ない。

したがって、県有施設内において、一部であっても公

共用以外の事業をしている場合は、全額の免除は行うべ

きではなく、公共用と判断している根拠の見直しが必要

である。

あわせて、取扱基準別表中に減免要件の一つとされて

いる「県の要請により当該施設内で事務又は事業を行う

団体」については、「県の要請」の有無についても十分

な審査を行うべきである。

（措置の内容）

取扱基準別表の減免の取扱いについて、明確な判断基準

がないことから、全額免除のケースが多くなっているもの

と考えられます。そうしたことから、減免することの妥当

性やその用途の公共性・収益性の度合いによって減免率を

判断できるよう基準を見直します。

また、「県の要請」を減免理由とする場合は、所管課か

らの副申の添付など、その内容を明確にするよう指導して

いきます。

（監査結果）

エ　福利厚生について

(ア)　売店、自動販売機等の減免は、財産条例第10条第

 3 号を受けた取扱基準別表において、「職員、学生等

県有施設を利用する者の福利厚生施設等として使用す

る場合」を根拠に行われている。しかし、上位規定で

ある財産条例第10条第 3 号では「行政財産の効率的運

用を助長するため」と定められていることから、取扱

基準別表は、財産条例の規定する範囲を拡大している

のではないかと考えられる。

例えば、高等学校における生徒用の食堂であればと

もかく、専ら職員を対象とした県の事務所や警察本部

庁舎等における売店、自動販売機等が、「行政財産の

効率的運用を助長するため」とは考えにくい。

このことから、減免行為は例外規定であることも十

分踏まえたうえで、売店、自動販売機等については、

財産条例に則った慎重な取扱いを行うべきである。

（措置の内容）

庁舎等の売店等については、「地方公共団体公有財産管

理事務質疑応答集」（公有財産実務研究会編）において、

職員が職務を効率的に行ううえで必要となる施設とされて

おり、「行政財産の効率的運用を助長する」ものと考えま

す。

なお、自動販売機等の減免については、昨年実施した実

態調査の結果や他県の状況を踏まえ、有料化を視野に入れ

た見直しを行います。

（監査結果）

(イ)　自動販売機の目的外使用許可を受けた者が実際の

販売行為を行っていない事例が見られた。

そもそも、「行政財産の目的外使用の許可を受けた

者が他の者に当該行政財産の全部又は一部を転貸する

ことは、許可処分の性質上認められない。」（昭和40

年 1 月21日付け自治行第 3 号、福井県総務部長あて行

政課長回答）とされている。

よって、実際に販売を行わず、転貸、あるいはこれ

と同様の実態にあると考えられる場合は、使用許可及

び減免を行うべきではないと考えられる。

（措置の内容）

目的外使用許可での転貸は不適切であり、各庁舎管理者

等に対し、実際に販売を行わず、転貸、あるいはこれと同

様の実態にあると認められる場合は、許可をすべきでない

旨を周知します。

（監査結果）

オ　減免の割合について

免除又は減額の適用判断については、取扱基準第10条

第 2 項で「使用目的の公共性、重要性、県の事務事業に

及ぼす効果、他の同様な事例等を勘案して適正に決定す

る。」と規定されている。また、平成16年 3 月17日付け

15高管財第738号の管財課長通知においても、同様に記

載されたうえで、「即ち、必ずしも全額免除ということ

にはなりませんので留意してください。」と記載されて

いる。

このことについて、管財課は「これまでの例を参考に

減免を判断している。」と説明している。

しかしながら、現状は、そのほとんどが免除であり、

減額は数えるほどでしかない。この理由としては、①免

除又は減額のどちらにするか、あるいは減額の割合をど

れだけにするかについて具体的な基準が示されていない

ため、各課が判断することは事実上困難であること、②

取扱基準の「他の同様な事例等を勘案し」に準拠するた

め、免除が増大すること、の 2 点が考えられる。

これでは、制度を十分かつ適正に運用しているとは認

められない。したがって、制度を所管する管財課は、取

扱基準に示した減免基準について、各所属が判断する際

に準拠すべき具体的な基準等を制定し、全庁での統一的

な運用を実現すべきである。

（措置の内容）

行政財産の目的外使用許可取扱基準第10条の別表では、

免除か徴収の選択肢しかないことから、ご指摘のとおり、

免除の範囲が拡大してしまうことが懸念されます。こうし

たことから、収益性や公共的事業の割合に応じた減免割合

とするなど取扱基準の見直しを行うとともに、基準の適切

な運用を行っていきます。

（監査結果）

カ　共益費用の算定方法について

使用料は、①土地又は建物の価格に基づいて算定され

る金額と、②電気料、清掃費等の共益費用の実費相当額

との合計額とされている。このうち、①を減免できる場

合にあっても、②の共益費用を減免できるのは、災害等

の特別な場合に限定されている。

共益費用に何を含め、金額をどのように算定するかに

よっては、使用料が減額となる場合もある。それは、見

方によっては減免の手続を経ることのない減額であると

も言える。

ところが、共益費用の取扱いについて統一した基準が

ないため、各所属の判断で算定が行われ、電気料等の算

定において基本料を含めるか否かの取扱いに不統一が認

められる。

したがって、共益費用の具体的な算定方法について基

準を定めるべきである。あわせて、県立学校の食堂等に

ついては、実態を調査したうえで、必要であれば減額の

基準を定めるべきである。

（措置の内容）

対象とすべき共益費用を列挙するとともに、その算定方

法についても例示するなど、基準の整備を行います。

なお、県立学校の食堂等における実態については、教育

財産の管理権限を有する教育委員会との協議を行います。
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（監査結果）

キ　減免の期間について

減免の期間は、使用許可の期間と同じく 1 年とするの

が原則である。これは、使用許可によって行政財産の本

来の用途、目的が妨げられる可能性を極力排除し、行政

財産の役割を十分発揮させようとする考え方に基づいて

いると考えられる。

しかし、多くの事例では、 1 年ごとに手続を繰り返す

ことによって、複数年にわたる使用許可となっているた

め、期間を 1 年に限定することの意義は小さいのではな

いかと考えられる。

また、減免の件数は多数に上り、事務処理の時期も年

度開始直前に集中している。そのため、多くの案件を処

理する所属にあっては、申請内容の審査に多くの時間を

とられ、負担が大きくなっているのではないかと考えら

れる。

このため、行政財産の本来の用途、目的を妨げない範

囲で、使用目的によっては現在 1 年としている許可年数

を複数年にすること又は継続の場合の手続を簡素化する

ことを検討すべきである。

（措置の内容）

取扱基準第 8 条第 2 項第 1 号（公益事業に供するため、

電柱、水道管その他これらに類するものを設置する場合）

及び第 2 号（前号のほか、総務部長に協議し、その承認を

受けた場合）に該当する項目については、使用許可の期間

を最長 5 年としていますが、より具体的に例示をすること

により、事務手続きの簡素化を進めます。

（監査結果）

ク　減免の根拠について

減免の根拠は、財産条例を受けた取扱基準別表で適用

区分が示されている。

しかしながら、多くの所属では、減免の意思決定の

際、財産条例第10条第 1 号を根拠とする場合に「財産条

例第10条第 1 号該当」としか記載せず、具体的に取扱基

準別表の該当項目及びその理由を明記していなかった。

また、合議を受けて内容を審査する管財課及び財政課で

は、明記されていない状態のままで決裁をしていた。

これでは、主管課はもとより、合議を受けた管財課及

び財政課においても、取扱基準別表を十分活用すること

なく事務処理をしていたと言わざるを得ない。

管財課は、平成20年 9 月ごろから、各課に対して指導

しているとのことであるが、今後は、合議時における個

別的な指導ではなく、全所属に対し明確な形での指導を

行う必要がある。あわせて、減免の適用根拠となる具体

的な理由を審査することについても、指導を徹底すべき

である。

（措置の内容）

取扱基準別表の該当項目や減免理由を明記し、減免等の

根拠が明確となるよう、改めて文書により指導するととも

に審査を徹底します。

( 2 )　申請主義（公平性）について

（監査結果）

減免の決定には、取扱基準第10条第 2 項により、申請主

義が採られている。財産管理システムの登録データを見る

と、申請さえすれば減免になると考えられる事例が認めら

れる。

今回は減免事例が対象であったことから、減免されてい

ない事例についての事情は正確には分からないものの、こ

うした事例があることは、使用者が減免の制度を知ってい

るかどうかによって取扱いが異なることになるのではない

かと考えられる。そして、それは公平性に欠ける取扱いで

ある。

ちなみに、減免については財産条例第10条に規定があ

り、県のホームページでも閲覧できる。このため、目的外

使用申請を行う以上、申請者は関係条項について十分把握

しておくことが必要ではないかとも考えられるが、その実

情は不明である。

申請主義が採用されている以上、結果としての取扱いに

不統一が出ることはやむを得ないものである。しかしなが

ら、自動販売機などでは行政財産を営利行為に使用許可し

ている側面もあることから、減免の是非はともかく、制度

として減免を定めている以上、統一した運用が望まれる。

（措置の内容）

各庁舎管理者等において、申請者に対し、減免制度の趣

旨を十分に周知するよう指導します。

( 3 )　申請書類について

（監査結果）

減免の決裁は、目的外使用の許可と同時に行われている

が、財産規則で定められた図面の一部が添付されていない

事例が多い。これでは、許可の位置、範囲、寸法等が十分

確認できているとは言い難い。これは、目的外使用許可を

行うに際し、それぞれの添付図面がなぜ必要かということ

を管財課を含めた各所属がほとんど理解していないことに

よるものと考えられる。

また、事務の簡素化を図るとして、自動販売機において

使用面積を機械の正確な寸法を把握することなく 1 平方メ

ートルとしている事例が見られたが、これも、正確な事務

手続が行われているとは言い難い。

したがって、各所属は、財産規則に沿った事務を行うべ

きであり、管財課及び財政課は各所属に対して指導すべき

である。

あわせて、現在一部の図面が添付されないまま合議が行

われている実態もあることから、財産を購入する場合と同

じ図面を添付することの必要性があるかどうかを含め、事

務処理全般の簡素化について、検討することも必要であ

る。

（措置の内容）

目的外使用許可に係る申請書類に添付する図面について

は、許可の場所や範囲、面積等が十分確認できるものを添

付するよう事務処理の簡素化を考慮して指導し、また、自

動販売機の使用面積は実測により算定するよう指導しま

す。

目的外使用に係る使用料を減免する場合の財政課の合議

においては、これまでも自動販売機のパンフレットや実測

による数値の確認を行っていましたが、管財課の今後の指

導方針を踏まえ、適切に指導をしていきます。

( 4 )　減免状況の公表について

（監査結果）

減免の状況は、財産管理システムに入力されたデータに

より把握されているが、公表はされていない。

減免は、補助金の支出と同様の意味を持つことから、そ

の概要を示す必要があると考えられる。

したがって、県有財産の活用状況を含め、減免の件数、

金額などについては、何らかの形で積極的に公表すべきで

ある。

（措置の内容）

減免状況の公表は、県政改革アクションプランにおける

「意思決定プロセスの公表」とも関連する内容ですので、

使用許可及び減免の件数・金額について、 8 月を目途に公

表を予定しています。

Ⅱ　物品管理の内部統制について

( 1 )　物品管理に関する規程について

（監査結果）

ア　用語の整理等について

物品の管理については、物品管理者（所属長）の視点

から物品の管理権限に関して財産規則が定められ、ま

た、出納員の視点から物品の受払いに関して会計規則が

定められている。

しかし、両規則の整合性がとれていないこと及び用語

が統一されていないことから、現場において物品管理事

務に混乱を来たしている。

このため、用語の整理を行うなど両規則の整合性につ

いて見直しを行う必要がある。

イ　物品の定義について

財産規則等において、物品の分類が明確でなく、ま
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た、重要物品と備品の定義や用語の使い分けが不明確な

ため、職員が誤った認識を持つ原因となっている。

よって、物品の適正な管理を実施する上で、分類区分

等の基本的事項については、その定義を財産規則で明確

にすべきである。

（措置の内容）

ア　用語の整理等について

指摘のとおり、両規則の整合性や用語の不統一があり

ますので、( 4 )で後述する物品管理システムの改修とあ

わせて、両規則の所管課と共に見直しを行っていきま

す。

イ　物品の定義について

物品の整理区分については財産規則及び通達で規定し

ていますが、見直しを行い、物品の区分を明確にしてい

きます。

( 2 )　物品の範囲について

（監査結果）

ア　物品の見直しについて

平成16年度に備品の取得価格が10万円以上に引き上げ

られたが、その経緯を確認すると、現物照合にコストが

かかることを理由に挙げている。しかし、財産規則に現

物照合を義務付ける規定すらない中で、現実的に十分な

現物照合が行われていなかったことからすると、適切な

理由とは言い難いものであった。

また、「経済情勢の変化から適切な金額設定とは言い

難い状況」となったとしているが、どうして適切な金額

設定と言い難いのかについての理由は何ら触れられてい

ない。

一般的に、備品とは「その品質、形状を変えないで比

較的長期間使用できる物品」とされている。ところが、

平成16年度の改定により、長期に使用する事務机、キャ

ビネットはもとより、デジタルカメラやＯＡ機器など、

およそ消耗品に該当しないものまでも備品の定義から外

されている。その一方で、物品の管理については何らの

対応も示されていない。

したがって、この改定については、適正な物品管理と

いう観点からすれば問題を残したものであったと言わざ

るを得ない。

県が管理する物品は現金がその姿を変えたものであ

り、県民に対しての県の財産を保全することを最優先に

考えるべきであって、事務の効率化も適正な物品管理が

確保できる範囲内で行うべきであった。

また、所属から国庫補助事業で取得した物品との整合

性を欠き、かえって事務が煩雑になったという意見も出

されている。

こうしたことから消耗品とされているものであって

も、本来の性質によって区分し、必要なものについては

適正な管理方法を検討する必要がある。

また、国庫補助事業等のため各所属において別途管理

が必要と認められる物品については、任意に物品管理シ

ステムに登録を可能とする方法も検討してみるべきであ

る。

イ　コンピュータについて

コンピュータについては、平成16年度改定でも 2 万円

以上のものが備品となっているが、 1 －( 3 )－ウの(エ)

で述べたように、物品全体の区分の中で整合性がとれて

おらず、ことさらコンピュータを他の物品と区別する必

要はないと考えられる。

むしろ、コンピュータについては、本体と周辺機器

（記憶装置、記憶媒体等）を含めて、取得価格とは別に

情報管理の視点から管理がなされるべきである。

また、コンピュータは組み立てが可能で部品の交換が

可能であることや、機能アップも容易にできることか

ら、必要以上の機能アップを防止することを考慮する

と、コンピュータ関連の物品を購入する場合には、どの

コンピュータの関連部品であるかまで明確にする必要が

ある。

（措置の内容）

備品や消耗品の区分については、現行によりたいと考え

ます。

いずれにしましても、適切な物品管理が行えるよう、規

則改正とあわせ物品管理システムを整備していきます。

国庫補助事業等のため各所属において別途管理が必要と

認められる物品については、当該部局の責任において物品

管理システムに準じた適正な管理が行われるよう要請して

いきます。

( 3 )　物品管理体制について

（監査結果）

財産規則において物品管理の責任者は各所属長等が充て

職となっているが、その事務を補助すると定められている

物品管理主任については、課を置かない部局は充て職、そ

の他の課及び出先機関は当該課及び出先機関の長が指定す

る職にある者と定められている。

しかしながら、財産規則で必置とされているにもかかわ

らず、物品管理主任者の指定をしていない所属が 3 分の 1 

以上もあること、また、各所属長及び物品管理主任の引継

も義務付けられていないことなど、その責任の所在が明ら

かになっていない。

以上のことから、管理を適正に行うためには、所属長の

引継事項に物品管理を加えるなど連続性を持たせることが

重要である。

また、物品管理主任を充て職にするなど、それぞれの責

務についても財産規則等で明確にする必要がある。その場

合、試験研究機関、県立学校等物品が多い所属において

は、物品管理主任を複数名置くなど実態に即した管理方法

を検討する必要がある。

（措置の内容）

物品管理主任の指定の徹底に努めるとともに、必要な場

合に複数配置できるよう、規定を整備していきます。

( 4 )　備品台帳、物品管理簿及び物品管理システムについて

（監査結果）

ア　登録内容について

台帳等へ登録する場合「機械器具一式」等と記載する

と、後々の管理が困難になることから、詳細な機器構成

を記載すべきである。また、現行の物品管理システムで

は登録された内容が修正できないため、システム改修時

には、登録後に修正可能なシステムとする必要がある。

あわせて、管理を適正に行うためには、物品管理簿に

製造会社名、型式、製造番号等の記載が必要である。ま

た、このような基本的で重要な事項は各様式に定めるな

ど、財産規則で規定することも検討する必要がある。

さらに、保管している場所の配置図や物品の写真の活

用も有効な手段である。

イ　国費等で購入した備品等について

職員の中には、備品購入費で購入したもののみを備品

として認識している職員もいる。しかし、需用費、委託

料等で他の費目で取得した備品、寄贈を受けた備品及び

全額国費で購入した備品も同様に県有財産として管理す

べきものである。

このため、これらの物品も登録の義務を明記するなど

規定の整備を行うとともに、研修の機会に周知徹底を図

る必要がある。

ウ　物品管理システムについて

現在の物品管理システムが構築されて12年が経過し、

運用面からも使いづらくなっていることから、現行の物

品管理システムの改修を検討する必要がある。

この場合、大きなコストをかけることなく、Ｗｅｂ上

で操作可能な使い勝手の良いシステムの構築が望まれ

る。また、備品については、公の会計基準の変更も視野

に入れて、重要物品と同様に総務事務センターにおい

て、年度末時点の現在額を集計できるシステムとするこ

とが望まれる。

（措置の内容）

ア　登録内容について

台帳に登録する項目については、現行様式でも製造
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者、規格、製造番号及び付属品等の記入欄を設けていま

すが、なお、適正に管理されるために必要な内容を検討

するとともに、入力事項の漏れを防止できるシステムと

するなどの改善を行います。

イ　国費等で購入した備品等について

国費等で購入した物品についても、物品管理の対象と

なる物品について適正な管理を行うことは当然のことで

すので、今後とも指導しています。

ウ　物品管理システムについて

物品管理システムは、平成22年度の改修を予定してい

ます。次期システムでは、備品についても年度末時点の

現在額を集計できるようにするなど、できる限り使い勝

手の良いシステムを構築するようにしていきます。

( 5 )　現物照合について

（監査結果）

平成19年度の包括外部監査で極めて厳しい指摘を受けた

最も大きな要因は、財産規則に現物照合を行うことが義務

付けられていないことである。

もっとも、財産規則に規定がなくとも、当然に行わなけ

ればならないものであり、物品管理に対する職員の意識の

低さを表している。

このため、各所属において、重要物品と備品を問わず 1 

年に 1 回は台帳等と現物を照合し、総務事務センターに対

して報告するよう財産規則に明確に定めるべきである。

その際、必要であれば台帳等の様式を改め、保管場所の

記載や写真が貼付できるようするなど、現物照合が効率的

に行えるように検討すべきである。

また、現物照合は複数で行うなど実施方法を定めるとと

もに、現物照合の結果については、様式を定め、いつ、誰

が行ったのかを明記させて責任の所在を明らかにする必要

がある。

（措置の内容）

重要物品及び備品の現物照合と報告を所属に義務付ける

よう、規則等を見直します。

( 6 )　物品管理について

（監査結果）

ア　各種手続きについて

物品を管理するためには処分や貸付け等の各種手続が

必要不可欠であり、この義務は確実に履行するしか手立

てがない。特に、物品の貸付については、貸し付けた側

が借り受けた側に定期的に報告を求めることを財産規則

で定め、確実に履行する必要がある。

また、重要物品に関する本課及び出先機関の管理権限

については、実態に即していない面があることから、見

直しを検討する必要がある。

イ　表示について

物品の表示は、職員の物品管理のための表示のみにと

どまらず、対外的にも県有財産であることから、表示の

規定をより具体的かつ明確に規則に定めることを検討す

べきである。また、重要物品と備品で表示の色を変える

など一見して区別できる工夫も大切である。

ウ　物品の有効活用

定期監査において、有効に活用されていない物品が数

多く見受けられた。この中には修理をすれば十分活用で

きるものもあり、必要な物品については予算措置をして

有効活用を図るべきである。また、必要性がないのであ

れば、不用決定を行い売却又は廃棄処分を検討する必要

がある。

（措置の内容）

ア　各種手続きについて

物品の貸付については、財産規則第83条において準用

する同規則第34条で貸付に関する諸条件を細かく定めて

おり、この規定を遵守することで物品の適正管理が担保

されています。今後、この規定の周知徹底を行い、指導

していきます。

重要物品の管理については、本課及び出先機関の役割

分担を見直していきます。

イ　表示について

物品を適切に管理するために、表示は非常に重要なこ

とですので、表示義務の周知徹底を行います。

ウ　物品の有効活用

物品の有効活用や適切な処分については、各所属の所

管事項となりますが、現物照合の徹底など、物品管理シ

ステム等の見直しを行うことが適切な対応につながって

いくものと考えます。

( 7 )　検査体制について

（監査結果）

定期監査や調査結果から、現状では物品管理に関する

チェック機能が十分に働いているとは言い難い状況であっ

た。

このため、包括外部監査でも指摘されたようなずさんな

物品管理が繰り返されないよう、総務事務センターでは定

期的かつ確実に検査を実施すべきである。

（措置の内容）

これまで述べてきました規則の見直しやシステムの改修

により、適正管理の仕組みを作り、所属できちんと履行さ

れているか、会計検査の場などを通じて確認や指導を行っ

ていきます。

Ⅲ　被服貸与に係る内部統制について

( 1 )　貸与規則の見直し

（監査結果）

ア　制度の中心ともいうべき貸与規則第 3 条別表の内容変

更は、部局からの要求により行政管理課で判断し、決定

されている。このため、要求されない事項については見

直しの機会はなく、貸与制度に問題が生じている。この

原因の一つは、貸与制度の目的や貸与基準を明確に規定

していないために、その判断基準が不明瞭となっている

ことである。

したがって、貸与規則に貸与の前提となる目的と貸与

基準を明示しておくべきである。

イ　現行の貸与規則には、被服等の購入や管理に関する規

定が欠落しており、貸与事務は、適正な形が示されてな

いままに行われている。このため、被服等の管理状況

は、全体的に極めて不十分な実態となっている。

ついては、全庁的に統一した管理を行っていくため、

所属が行うべき管理に関する規程を整理して、実効性の

ある貸与規則となるよう抜本的に見直すべきである。そ

の際には、平成19年度から総務事務が集中化された現状

をも踏まえ、所属の負担とならないよう被服貸与事務の

簡素化について検討する必要がある。

（措置の内容）

被服等の貸与については、職員厚生課が所管しており、

業務遂行のため県有財産である被服が貸与されているとい

う認識のもとに各部局と協議のうえ、適切な運用が図られ

るよう貸与の事務手続きや管理のあり方について、規則の

見直しを検討することとしています。

( 2 )　貸与する被服等の購入

（監査結果）

ア　被服等の選定方法

 2 で述べたように、被服等の購入に当たっては、何ら

の規定がないため、統一したものを貸与するという意識

は全般的に低い状況にある。

被服等は、業務上必要なものとして貸与するものであ

るから、職員個人に選択させるというような方法は見直

し、部局、あるいは職種ごとに統一したものを選定して

貸与すべきである。

また、部局、あるいは職種ごとに統一したものを選定

して購入する場合には、各所属で購入する取扱いを改

め、経費の点からも部局の主管課あるいは会計管理局総

務務事務センターでの一括購入を検討すべきである。

イ　購入価格の基準

業務の態様による違いはあるとしても、購入価格に極

端な開きがあることから、被服等の機能あるいは材質等

が業務に照らして適正であったのか疑問を持たざるを得

ない。この原因は、購入の際の価格基準が示されていな
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いことによるものであり、所属間で極端な価格差が生じ

ないよう品目別に購入価格の基準を示す必要がある。

（措置の内容）

貸与する被服等の選定については、各部局の業務の違い

や各所属現場で地形などの自然環境が異なることから、統

一的なものにすると業務能率の低下を招くことが予想され

るため、現実的には難しいと考えます。

また、購入価格の基準については、業務に照らして被服

等の選定が同一部内の所属間で極端に差が出ないよう、効

率的な予算の執行について各部局から周知をお願いしたい

と考えています。

( 3 )　貸与期間

（監査結果）

ア　貸与期間の見直し

貸与対象職員には、貸与規則第 3 条別表に示す貸与期

間が満了すれば、新たな被服等が貸与されている。しか

し、さほどの損耗が見られず、十分に使用可能な状態で

あるにもかかわらず、一律に新たな貸与をしている状況

がある。こうしたことから、損耗状況に応じた貸与を検

討する必要がある。

また、貸与期間の設定そのものが適当であるかどうか

についても見直しを行うべきである。

なお、所属の調査でも貸与期間については、見直す必

要があるとの意見が出ている。

イ　貸与期間の計算方法

被服等の貸与期間の計算は、貸与規則第 3 条第 2 項に

「当初貸与した月の初日を始期として計算する。」と規

定している。このため、貸与規則に基づいて貸与しよう

とすれば、職員ごとに貸与期間の満了月が相違すること

になり、年間を通じて被服貸与事務が散発的に発生する

ことになる。

この計算方法については、事務処理上効率的な計算方

法とは考えられず、規定どおりの厳密な期間計算による

貸与を行っている所属は見られない。また、本課の調査

及び所属の調査でも見直しが必要であるとの意見も出さ

れている。

こうしたことから、貸与期間の計算方法については、

実態に合ったものとなるよう規定を見直すべきである。

ウ　貸与期間中の新たな貸与に関する規定

現行の貸与規則には、貸与期間中の新たな貸与に関す

る事項が定められていない。現実には職員の責によらず

き損することもあり得ることであり、こうした場合には

貸与期間が満了していなくても所属長等が確認の上で貸

与できるよう貸与規則を見直すべきである。

（措置の内容)

物品の取得又は処分については、適時適切に行われるこ

とを要し、不要不急の物品を購入したり、使用目的及び使

用価値の残存する物品を処分したりすることがないような

取り扱いが求められます。所属においても貸与期間の見直

しに関する意見があることから、適正な管理が行われてい

る中で、損耗の状況に応じた貸与期間の延長や職員の責に

よらない、き損の場合の再貸与の取り扱いについて検討し

ていきます。

また、貸与期間の計算方法についても見直しを検討しま

す。

( 4 )　貸与等の手続

（監査結果）

ア　貸与申請

被服貸与は、申請に基づいて貸与するとされているこ

とから、貸与規則に基づく申請は行われなければならな

いものである。しかし、半数近くの所属において申請書

が提出されていないことから、規則の周知徹底が必要で

ある。

また、貸与規則に定めている貸与申請書の様式につい

ては、個人ごとの申請になっている上、記載されている

内容が現実にそぐわないものとなっているため、効率の

よい事務処理が可能となるよう見直しを検討すべきであ

る。

なお、この様式については、所属の調査でも事務の軽

減のため改良を求めるとの意見が出ている。

イ　返納

貸与規則第 9 条では退職及び休職等の際の返納につい

て規定している。

しかし、人事異動時の返納については規定されておら

ず、所属の調査によれば、平成19年度に返納を受けた所

属は 8 所属（11.1パーセント）と少ない。また、返納を

受けた被服等は、 8 所属すべてが所属で保管している。

このうち 2 所属は、再活用することはないが貸与期間満

了までは保管するとしている。

なお、サイズ、性別、衛生面等から後任者へ貸与でき

る例はまれであり、返納の見直しを求める意見も出され

ている。

このことから、返納された被服等が果たして有効活用

されているか疑問であり、返納については、所属での保

管の手間等も考慮したうえで取扱いを検討すべきであ

る。

（措置の内容）

貸与の申請の手続きについては、職場の実態調査などを

踏まえて、事務処理の軽減につながるような様式や方法を

検討していきます。

また、返納のあり方についても、指摘を踏まえ、今後、

研究をしていきます。

なお、貸与手続きについては、貸与規則の見直しの中で

周知を図っていきます。

( 5 )　管理について

（監査結果）

ア　管理台帳

貸与された被服等については、一義的には貸与された

職員が適正に管理することはいうまでもない。また、貸

与された被服等は県の物品であり、貸与する以上は所属

として適正な管理をしなければならないことも当然のこ

とである。

しかしながら、貸与規則には所属の管理に関する規定

がなく、台帳を整備することすら定められていない。こ

れでは、適正な管理が期待できないことは言うまでもな

い。

したがって、管理事務の基本となる管理台帳を整備す

るなど、所属の管理事務について規定すべきである。

イ　実態の検証

貸与規則が昭和45年に制定されて以来、度重なる改正

を行いながらも、今なお不完全な形であるのは、規則の

改正に不可欠である実態の検証がなされていないためで

ある。

被服貸与に関する事務は、行政管理課、部局及び職員

厚生課の 3 者がそれぞれ個別に行っている。

しかし、貸与規則の根幹である貸与対象となる職員の

範囲、品目、数量及び貸与期間を改正する判断を行うに

当たって、規則担当課が関わっていないことは問題であ

る。また、貸与事務の実態をどこも把握していないた

め、貸与規則全体の検証ができない状況にある。

したがって、被服貸与に関する権限と責任を持つ課を

明確にして、貸与規則の周知、実態把握、検証が可能と

なる体制を早急に整備する必要がある。

（措置の内容）

被服等の管理については、規則に定めがないことから各

所属で個別の対応がなされています。今後、所属において

適切で効率的な管理がなされるよう、規則担当課である職

員厚生課において、統一した内容の管理台帳の整備を検討

します。

併せて、人事異動後、引き続き貸与対象職場で従事する

場合の当該貸与品の貸与が円滑に受けられるよう、個人台

帳を作成するなど異動に伴う貸与事務が円滑に行われるよ

う検討します。

また、現在、被服貸与に関する事務は各所属で行ってい

ますが、今後、規則担当課が関係部署と連携しながら、制
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度の運営を行っていきます。

( 6 )　着用規定について

（監査結果）

貸与された被服等については、貸与規則第 6 条に、「貸

与を受けた職員は、勤務時間中（外出の場合を除く。）こ

れを着用するものとする。」との規定がある。この条項

は、勤務に支障が出ないようにするための着用義務と、私

的な使用を防止するために勤務時以外の着用禁止を意図し

ているものと考えられる。

しかし、貸与規則に規定する被服等には、業務中に常時

着用すべき被服だけでなく、必要な場合のみ着用するもの

や防寒着等のように外出時に着用するものが含まれてい

る。

このため、「外出の場合を除く。」という限定的な表現

は不適切であり、見直しを検討すべきである。

（措置の内容）

貸与規則に定める被服等は、業務遂行に必要なものを貸

与しているものであり、「外出の場合は除く。」の表現は

見直します。

Ⅳ　通勤手当システム及び通勤手当制度について

 1 　通勤手当制度に関する事項

( 1 )　ＥＴＣの利用を任意としていることについて

（監査結果）

ＥＴＣの利用は、職員にも通行料金が半額になるメ

リットがあり、購入設置費用は通行料金の割引により早

期に回収できるものである。真にやむを得ない理由以外

は、設置することを前提に認定することに何ら問題があ

るとは認められない。したがって、高速道路を使用する

場合は、すべてＥＴＣを利用した高速道路料金で算出す

ることを検討すべきである。

（措置の内容）

高速自動車国道の利用に係る加算（以下「高速道加

算」という。）を受ける職員にあっては、ＥＴＣを利用

することが合理的であると考えられますので、通勤手当

の認定事務を行っている総務事務センターにおいて利用

を推奨することとしています。この結果、現在知事部局

で高速道加算を受けている職員は、全てＥＴＣ通勤割引

後の額が認定額の基礎となっています。

( 2 )　公共交通機関を利用する上での経済性の重視

（監査結果）

行政管理課は、職員が利用する公共交通機関の選定に

当たり、特定の通勤区間について、必ずしも一つの経路

及び方法に限定されるものではなく、経済的要件、合理

的要件を同等に考慮すべきであるとしている。しかし、

結果的には、ほぼすべて申請どおり認めている。

例えば、バスと電車、あるいは電車とＪＲを比較した

場合、同一区間の手当額に 2 倍前後の差がある中で、い

ずれについても通勤時間帯に利用することができるとい

う状況にあるにもかかわらず、経済性が軽視されている

ことは問題である。

合理的要件を優先せざるを得ない特段の事情がある場

合はともかく、そうでない場合には、行政管理課が自ら

主張するように経済性も考慮した判断を行うことが必要

であり、そうした視点に立った基準づくりを検討すべき

である。

（措置の内容）

通勤手当に関する規則（昭和33年高知県人事委員会規

則第10号）第 6 条第 1 項の規定では、「普通交通機関等

に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照

らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及

び方法により算出するもの」とされていますが、これは

国家公務員の措置に準じたものです。この場合の「経済

的」と「合理的」とは、いずれかが他に優先するという

ものではなく、いずれも同等の要件として考察されるべ

きものであり、二以上の通勤の経路がいずれも一般的に

利用されており、かつ、利用条件等を総合勘案し、合理

的な通常の経路として認められるときは、職員が現実に

利用している交通機関によって運賃等相当額を算出する

ことが適当であるとされています。

このため、「最も経済的かつ合理的と認められる通常

の通勤の経路及び方法」は、必ずしも特定の通勤区間に

ついて常に一つの経路及び方法のみに限定されるもので

はなく、今後も、個別のケース毎
ご と

に適切に認定していく

ことになります。

( 3 )　例外的な取扱いについて

（監査結果）

交通用具を利用して通勤する場合、その道路を所管す

る土木事務所長の意見等を参考に、個々の状況により、

最短ルートではない迂
う

回ルートを認めている事例があ

る。

しかし、迂
う

回ルートを認めることについて明確な基準

はなく、最短ルートが一般に利用されているにもかかわ

らず迂
う

回ルートを認めている場合があり、認定するかど

うかの判断について客観性があるとは言い難い。

本来、認定経路は、規則でも定めているように通勤手

当を計算する上での最短の計測経路であるべきであり、

そこを必ずしも通行することを求めているものではな

い。当然、個々の運転技量の差などにより通勤経路が異

なる場合があり、特殊なケースという客観的な判断基準

になり得ない考え方によって例外的な取扱いをすること

は問題がある。

また、こうした例外的な取扱いは、通勤手当システム

の簡素化に逆行するおそれがあり、その業務量や認定の

統一性に影響を及ぼす可能性が高いので、その決定は慎

重に行うべきである。

通勤手当を認定するに当たり発生するその他の種々の

課題に対しても同様である。

例えば、国道56号線土佐市甲原と国道33号線佐川町を

結ぶ主要県道53号土佐佐川線を通行すると最短経路であ

るにもかかわらず、行政管理課が須崎市桑田山や土佐市

高岡町に迂
う

回する経路を認めることは、大幅に通勤距離

が伸びる場合がある。多くの車がこの県道53号土佐佐川

線を通行していると推測され、こうした国が指定してい

る国道間を結ぶ主要県道の迂
う

回路を認める理由はないと

判断する。高知市から土佐町に至る主要県道16号高知本

山線も同様である。

以上のことから、現在、例外的に取扱っている路線に

ついては、今一度、統一的な判断基準により見直しを行

い、説明責任を果たせるものにする必要がある。また、

道路は、年々整備がなされており、その判断の見直しも

一定期間ごとに行うべきである。

（措置の内容）

通勤手当に関する規則第 2 条第 2 項の規定により、自

動車等使用者についての支給額の決定に係る「自動車等

の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによ

るもの。」とされているところ、本県の道路整備の実情

を考慮すれば、当面は、「一般に利用しうる」かどうか

の判断に当たって、例外的な取扱いをせざるを得ない区

間が生じることはやむを得ないと考えています。このた

め、ごく限られた特殊なケースについて、その道路を所

管する土木事務所長の意見等を参考に個々の状況により

判断しているところです。

( 4 )　その他

（監査結果）

ア　通勤手当の支給基準

現在、病気休暇等で、一月に 1 日しか勤務実績がな

い場合でも、 1 か月分の通勤手当を支給している。行

政管理課は、規則第12条第 1 項第 4 号において、通勤

手当の返納事由として「出張、休暇、欠勤その他の事

由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわ

たって通勤しないこととなる場合」と規定されている

ことを根拠に支給しているとのことである。しかし、

定期券等、すでに発生し払い戻しができない費用は例

外としても、定期券によらない通勤に際しては、費用

が発生していないことから、このような取扱いは県民
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の理解を得られないものと考えられる。よって、実態

に即した額の調整を検討することが必要である。

（措置の内容）

通勤手当等の職員の給与制度は、基本的には国家公務

員の措置に準じて規定されています。通勤手当の返納の

事由についても、国家公務員の措置に準じて人事委員会

規則で定められており、この規定どおりに運用している

ものです。

（監査結果）

イ　自転車通勤の通勤手当について

自転車は、自動車等と全く同じ基準で通勤距離区分

により手当を増額している。しかし、自転車の場合

は、当初の購入費用及び修繕費用は発生するが、通勤

による月々のガソリン代の費用負担は発生していな

い。したがって、実費弁償の基本からしても、他県で

も実施されている定額制の導入を検討すべきである。

（措置の内容）

自転車で通勤する職員に対する定額制の導入について

は、今後、国、他の都道府県等の状況を踏まえた人事委

員会の報告、勧告を注視したいと考えています。

（監査結果）

ウ　障害者への対応

障害者が家族の車で通勤する際、通勤手当につい

て、当初、健常者の基準で判断し、障害者に対する配

慮が十分でない事例が定期監査で見られた。今後は、

このようなことが起こらないよう、障害者に配慮した

取扱いが必要である。

（措置の内容）

障害の程度や通勤の状況は個々に違いがあることか

ら、通勤手当の認定に当たっては、個々の事情に応じた

対応や判断をすることが適当であると考えています。

 2 　認定業務に関する事項

( 1 )　通勤距離、経路の確定方法について

（監査結果）

本来地図ソフトは二次的なものであり、今回の監査で

も明らかになったように疑義がある場合は、人事委員長

通知に基づき実測を行うべきとされている。しかし、確

認できた範囲においては、一宮職員住宅を除いては地図

ソフトのみで認定されている。

こうしたことから、業務の簡素化のためにも、実測に

よらず本人に通勤手当システムによる認定経路を示すこ

とにより確定する方法の検討が必要である。

（措置の内容）

自動車等の使用距離、経路の測定に当たっては、基本

的には地図ソフトを利用して行っており、職員に対して

手当額算出の基礎となる認定経路を示しています。しか

しながら、人事委員長通知により「この測定は、実測に

優先するものと解してはならない。」とされているとこ

ろ、地図ソフトについては、新たな道路が開通した場

合、反映に一定の期間を要し、認定の際に新たな道路が

考慮されずに認定される事例を生じるといった問題点も

あります。従って、地図ソフトのみで距離、経路を確定

させることは適当でない場合があることから、必要に応

じ適宜、地図ソフトを補正する手段を講じつつ認定を行

うことが適当であると考えています。

( 2 )　個々の通勤手当の認定をする上での判断の統一性の確

保

（監査結果）

通勤手当の認定業務を行う職員は、部局ごとに分かれ

ており、同一地域の通勤経路を同じ目で見ることができ

る体制にはなっていない。結果として、統一が取れてい

ない判断がなされるおそれがある。このため、少なくと

も、通勤手当は地区担当制をとるなど、判断の統一性を

図る仕組みづくりを検討する必要がある。

（措置の内容)

地図ソフトを使用することにより通勤経路は自動算出

されますが、時間帯別の一方通行など道路情報データが

不十分な部分については担当が補正を行ってきました。

この補正により担当間で認定に差が出ることのないよ

う、補正事項を地図ソフトに書き込むこととし、統一的

な取り扱いができるよう改めました。

体制については、繁忙期や担当交替時の相互支援を円

滑に行うために、各担当が広範囲の経路を把握しておく

ことが望ましいことから、現行によりたいと考えていま

す。

( 3 )　所属認定分の再認定について

（監査結果）

定期監査において、通勤手当システムが導入される以

前の所属認定分に多くの誤りが認められた。監査は抽出

であって、指摘した事例以外にも多数の誤りが潜在して

いると推測される。

また、人事異動が同一庁舎内のみである職員の通勤手

当の確認は、総務事務センターの認定になってから行わ

れていない。このため、長年、同一庁舎内だけで異動し

ている職員は、その認定の適否が確認されない状況が続

くことになる。

こうしたことから、総務事務センターとして早急に再

認定を行うべきである。また、速やかに対応できないと

きは、体制の見直しも検討されたい。

（措置の内容)

昨年度は、高速道路利用に係る加算額が認定されてい

る職員や距離区分が変更すると思われる地域から本庁舎

等に通勤している職員を対象に、再認定を実施しまし

た。対象となる件数は多いですが、今年度も順次再認定

を行い、今後 1 年間を目途に終了するようにしていきま

す。

 3 　共通事項

( 1 )　地図ソフトによる認定について

（監査結果）

ア　総務事務センターは、通勤手当システムでの計測を

判断基準としているため、通勤手当システムが計測し

ない経路に対しては、原則として判断をしていない。

しかし、人事委員長通知では、その経路の認定に際

し、電子地図による 2 点間の距離を測定すると規定し

ているのみである。実際に総務事務センターが使用し

ている地図ソフトとの規定上の関係が整備されていな

いので、早急な見直しが必要である。

イ　人事委員長通知では、実測を原則としているが、運

用上、実測の方法について明確な規定がなく、実測に

よるとされている距離に必ずしも客観性があるとは言

えない。毎年度の定期監査において、職員からの申請

に基づいて認定されている距離について、疑問のある

事例が度々指摘されていることからしても、このこと

は明らかである。

こうしたことから、実測に代えて現行の通勤手当シ

ステムのみで認定する方法を検討すべきである。

（措置の内容）

 2 ( 1 )のとおりです。

なお、「経路の長さ」の測定に当たっては、人事委員

長通知では、「国土交通省国土地理院発行の地形図（縮

尺 5 万分の 1 以上のものに限る。）等に基づく電子地図

で、 2 点間の距離を経路に沿って測定できるものを用い

る方法」のほか、「国土交通省国土地理院発行の地形図

（縮尺 5 万分の 1 以上のものに限る。）等について、キ

ルビメーターを用いる方法」を用いることができるとさ

れています。また、実測に関しては、「この測定は、実

測に優先するものと解してはならない。」と規定されて

いるのみであり、実測を原則としているものではありま

せん。

( 2 )　駐車場所の申告と職員駐車場について

（監査結果）

自動車等の使用距離は、自宅から勤務公署、又は駐車

場のどちらか短い方をもって、認定することになってい

るが、所属認定分、総務事務センター認定分ともに駐車

場の確認が十分できていない。よって、認定距離の算定
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基準となる駐車場の確認を徹底する必要がある。

また、勤務公署の近隣に複数の職員駐車場がある場

合、一部の総合庁舎において、庁舎に併設された職員駐

車場へ駐車するとの申告となっている職員数が駐車可能

台数の数倍となっている。こうした実態では、通勤手当

の認定に際し、駐車場所の確認ができないので、取扱い

基準を整理する必要がある。

（措置の内容)

これまで、自家用車を利用し、駐車場を借りている場

合には、その所在地を備考欄に入力させる取り扱いとし

ていました。しかしながら、職員駐車場利用の場合の確

認が不十分でしたので、職員駐車場を利用する場合にも

その場所を入力させるように改めました。

なお、勤務公署の近隣に複数の職員駐車場がある場合

には、申請者がもっとも多く利用する駐車場を入力させ

ています。

Ⅴ　財務に関する通達、通知等の見直しについて

 1 　収入関係

( 1 )　国庫支出金の調定時期の問題について

（監査結果）

歳入の調定は、その収入の発生の原因となった事実が

生じたときに、当該歳入に係る法令、契約書その他の関

係書類に基づいて、直ちに行わなければならないもので

ある。

したがって、国庫支出金の場合も概算払などの請求書

を送ったときではなく、要領に定めているとおり、交付

決定通知があったときにその全額を調定するように改め

るべきである。

（措置の内容）

現在庁内で一般的に行われている国庫支出金の調定

は、交付決定額の変更が頻繁に行われるものもあり、交

付決定通知があった時に調定をするとなれば事務が煩雑

となることから、異なる取り扱いとなっているのが実情

です。

しかしながら、現行の取り扱いが直ちに会計上不適正

であるとはいえず、現状に合わせた財務会計事務処理要

領に改正するか、また、その他の適切な方法があるの

か、庁内の国庫支出金事務を取り扱う課の状況を調査検

討し、対応していきたいと考えます。

( 2 )　収入証紙売りさばき代金の歳入歳出外現金扱いについ

て

（監査結果）

証紙による収入の方法をとった場合には、地方公共団

体の歳入となる時期は、当該証紙を売りさばき人に売り

さばいたときとされている。

また、自治法第235条の 4 第 2 項の規定によると、

「債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団

体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令

の規定によるのでなければ、これを保管することができ

ない。」とされている。つまり、自治法では、証紙の売

りさばき代金を歳入歳出外現金として受け入れられない

ことになっている。

したがって、証紙の売りさばき代金の経理方法につい

ては、昭和38年 9 月10日付け自治事務次官通知で指導さ

れているように、特別会計を設置するなどして自治法の

規定に沿った適正な取扱いをすべきである。

（措置の内容）

県証紙については、本年度中に収入証紙の取り扱いに

関する今後のあり方を検討することとしており、その結

果を踏まえたうえで、収入証紙特別会計の設置に向けて

検討します。ただし、財務会計システムの改修を伴うこ

とから、検討結果の状況によっては、次期システム改修

時に合わせて対応いたします。

( 3 )　過年度未収金の出納整理期間の扱いについて

（監査結果）

過年度未収金が繰り越された年度の末日までに収入で

きなかったものは、当該年度の末日において、翌年度に

繰り越すこととされている（昭和39年10月27日付け自治

行第125号行政課長通知）。

つまり、過年度において収入未済となり未済繰越手続

を経た収入については、繰り越された年度では、すべて

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治

令」という。）第142条第 1 項第 3 号本文の「随時の収

入」となることから、「領収した日」の属する年度の歳

入に該当し、出納整理期間は存在しないものである。

したがって、過年度未収金は、 3 月31日をもって翌年

度に繰り越しする扱いに改めるべきである。

（措置の内容）

過年度未収金の取り扱いについては、ご指摘のとおり

と思われます。しかしながら、 3 月31日をもって翌年度

へ繰り越すには、現在 6 月に行っている未収金の翌年度

への繰越処理を 4 月と 6 月の 2 回に分けて行うことにな

りますが、そのためには、財務会計システムの大幅な改

修が必要となり、次期システム改修時に合わせ、見直し

を行うべく検討を行っていきます。

 2 　支出関係

( 1 )　経費支出伺と支出負担行為決議書について

（監査結果）

ア　自治法第232条の 3 では、「普通地方公共団体の支

出の原因となるべき契約その他の行為（これを支出負

担行為という。）は、法令又は予算の定めるところに

従い、これをしなければならない。」と規定されてい

る。

これは、予算の裏付けがないのに契約締結等の債務

負担する等を防ぎ、適正な予算執行が確保されるよ

う、支出負担行為制度によって、計画的な統制を行お

うとするものである。

支出負担行為として整理する時期、整理区分を具体

的に設定するに当たっては、予算統制という支出負担

行為制度の目的を最大限に尊重すべきである。そのた

め、支出負担行為により予算統制を適切に行うという

意義を考えるならば、支出の原因となる行為が発生し

た場合、できる限り早期に整理をすべきものである。

イ　会計指導課は、事務の軽減や財務会計システムが使

えない夜間、週休日などでも対応できることから今の

規定のままでも支障はないと説明している。しかし、

支出負担行為は、上で述べたように、できる限り早期

に決議しておくべきである。

（措置の内容）

会計規則別表第 3 は、支出負担行為の時期を明らかに

したものですが、その中で、一定の経費について、経費

支出伺と支出負担行為兼支出命令書により支出を行なう

ことができるとしています。

これは、契約その他の行為を行う前に、経費支出伺で

決裁を得ることで、支出負担行為の予算統制という機能

は担保したうえで、事務手続きの簡素化や効率化を実現

すること、システム休止時にも伺作成が可能となること

で事前の意思決定を徹底させること等を目的として実施

しているものです。

本取扱いの趣旨については、今後とも、日常の審査業

務や会計検査を通じて、徹底を図っていきます。

( 2 )　会計規則の督促状に関する規定について

（監査結果）

財産規則第124条第 1 項の債権には、財産規則第115条

第 3 号の規定により、過誤支出、精算残金等戻入金債権

に係るものも含まれており、財産規則第124条第 1 項で

は、「（前略）履行期限後30日以内に期限を指定して

（中略）督促状を発付しなければならない。」と規定し

ている。

このことについて、支出命令者が誤払金等の返納期限

を示して返納通知書を発することまでは差し支えないと

思われるが、そもそも督促状を返納期限後何日以内に発

するかは、債権管理の問題である。

したがって、債権管理者の債権管理の分野にまで会計

規則が踏み込んで、「直ちに（中略）督促状を発しなけ
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ればならない。」と定めていることは疑問である。

よって、会計規則第50条第 6 項の規定については、見

直しを検討されたい。

（措置の内容）

適正な予算執行の確保という観点から、支出命令者が

誤って支出した誤払金等について、当該年度の歳出予算

の速やかな復元を図ろうとする趣旨のものであるので、

現行規定で差し支えないと考えています。

 3 　契約関係

( 1 )　複数単価契約の在り方と予定価格調書について

（監査結果）

複数単価契約を締結する場合、病院の薬品発注のよう

に、品名が多いため実務上競争入札ができず、見積合わ

せをしているという例は有り得るが、このような場合を

除き、複数単価契約においても、原則として競争入札を

すべきであると考える。

また、複数単価契約を前提として、予定価格調書に複

数の品目の単価を記載する場合、予定価格の欄にはそれ

ぞれの品目の単価を連記すべきであるのでそのことも併

せて指導されたい。

（措置の内容）

本県では、複数の品目をまとめて一者と契約すること

によるスケールメリットに着目して、複数単価契約を

行っています。

契約相手方の決定においては、相手方から提示された

各品目の単価が、全ての品目において県が定めた予定価

格以下であり、かつ、総価（各品目の提示単価×各品目

の予定数量の総額）が一番低い者を契約相手方とし、総

価が一番低いことのみをもって無条件には決定していな

いため、随意契約としているものです。

なお、品目が少ない場合などでは競争入札も可能と考

えることから、今後、全国の状況を調査のうえ、そのあ

り方について検討を行っていきます。

( 2 )　契約保証金免除の依命通達の適否について

（監査結果）

契約保証金の取扱いについて、現実には、上記依命通

達によって即納の要件が大幅に緩和され、県が支払う契

約の場合にも、支払が精算払ならば契約保証金を免除で

きるとまで拡大解釈し運用されている。

しかしながら、このような規定によって、安易に契約

保証金を免除すると、契約保証金の趣旨を損なう結果に

なりかねない。

よって、契約保証金の免除については、慎重に運用す

るよう見直しを検討されたい。

（措置の内容）

契約担当者が、契約規則の規定に沿って契約保証金免

除の適否を適正に判断することができるよう、「高知県

契約規則の施行について（依命通達）」の見直しを行い

ます。

( 3 )　年度開始前の単価契約（基本契約）の締結の適否につ

いて

（監査結果）

年度開始前に翌年度の 4 月以降を契約期間として、数

量未定で単価のみを定める基本契約を締結することは、

自治法でいうところの支出負担行為に該当せず、予算の

配当の問題も生じないとして、 3 月中の日付での基本契

約の締結は差し支えないという解釈も多くある。

そこで、年度開始前の 3 月中に基本契約を締結するこ

とができるとしたら、年度当初に直ちに調達しなければ

ならない場合であっても円滑な事務処理が可能となり、

かつ、事務処理の平準化に資する面もある。

よって、年度開始前でも予算成立後であれば、単価契

約（基本契約）を締結することができるよう検討を求め

る。

（措置の内容）

全国の状況を調査のうえ、年度開始前における単価契

約の締結の是非について検討を行います。

( 4 )　建設工事関係の入札における契約締結辞退と落札替え

について

（監査結果）

競争入札において一度落札者が決定されると、その後

において落札者が契約をせず、又は契約を履行しない場

合においても、二番札以下の入札者に契約の相手方とな

るための何らの優先権も与えられていないことは、明文

の規定がない以上当然のことである。

なぜならば、すでに公正な競争が行われた結果として

落札金額が決定しているのであるから、その入札は契約

不成立（いわゆる契約不調）のまま終了するものであ

る。

落札者が契約を辞退した場合は、既に入札自体が終了

したものであるため、次順位者等と随意契約の協議を行

うのは、再度公告入札をやり直すには時間的余裕がない

場合に限るのが適切である。

参考までに、国土交通省の競争契約入札心得（昭和38

年 4 月22日付け建設省官房長通知）によると、その第12

条第 2 項では、「落札者が前項に規定する期間内（落札

決定の日から 7 日以内）に契約書の案を（記名捺
な つ

印し）

提出しないときは、落札は、その効力を失う。」として

いる。そこには、落札決定を取り消して、次順位者等を

落札者とするような規定がないのは当然のことである。

さらに、自治令第167条の 2 第 1 項第 9 号において

は、落札者が契約を締結しないときは、随意契約による

ことができるとされている。この場合、自治令第167条

の 2 第 3 項において、「第 1 項第 9 号の規定により随意

契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うもの

とし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付す

るときに定めた条件を変更することができない。」と規

定している。そうすると、落札替えを行った場合、最初

の落札金額と同価であるとは限らず、この随意契約がで

きる規定を骨抜きにしてしまっていることも重要であ

る。

よって、落札者が契約を辞退した場合など、現行のよ

うに、次順位者等を落札者とするような取扱いについて

は、見直しを検討すべきである。

（措置の内容）

落札決定取消により次順位者を落札者とする取扱い

は、土木部の公共事業発注の入札において従来から行わ

れてきました。これは、工事、委託合わせて年間2,788

件（平成20年度実績）にも及ぶ入札案件をこなすため

に、合理的に落札者を決定していくことが必要不可欠で

あったためと考えられます。

落札決定取消により次順位者を落札者とする取扱いの

適否は法令上明確でなく、直ちに違法とは考えていませ

んが、法令に抵触するおそれがない取扱いに見直すこと

は必要です。

契約制度の変更は、毎年度当初に行うことを原則とし

ていることから、来年 4 月の施行を目途に取扱いの見直

しを検討します。

( 5 )　建設工事請負契約書第18条及び第19条の書面主義の徹

底について

（監査結果）

現在の建設工事請負契約書（標準書式）は、建設業法

（昭和24年法律第100号）第34条第 2 項の規定により、

中央建設業審議会がその実施を勧告したいわゆる公共約

款を基準にして定められている。

この中で、「言った、聞いてない」などの「水掛け

論」による紛争を防ぐことを目的として、徹底した書面

主義によることが第 1 条第 5 項に規定されている。すな

わち、「この契約書に定める請求、通知、報告、申出、

承諾及び解除は、書面により行わなければならない。」

とあり、ただし書などの例外規定は設けられていない。

以上のことから、変更内容が軽微なものについても書

面主義を徹底されたい。

なお、以上のことは、建設工事に係る委託契約につい

ても同様である。
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（措置の内容）

いわゆる中央公契連モデルの公共約款において書面主

義が必要とされる事項は、公共工事標準請負約款の解説

（大成出版社）によれば、請求、通知、報告、承諾、申

出、解除の 6 種類に分類され、現在、いずれも書面主義

により処理を行っています。

これに該当しない軽微な事項等の指示は、工事監督職

員が口頭で行いますが、工事請負者にはその内容を工事

日誌へ記載することを義務付けています。定期的に県が

工事日誌の提出を受けてその内容を確認することで、口

頭指示内容の相互確認が行われています。

以上の取扱いにより、必要な書面主義は確保されてい

ると考えますが、運用面において軽微な事項等の指示の

内容が拡大解釈されることのないよう、留意していきま

す。

( 6 )　建設工事関係の変更契約における請書について

（監査結果）

ア　自治法第234条第 5 項の規定によると、「普通地方

公共団体が契約につき契約書（中略）を作成する場合

においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任

を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押

印し（中略）なければ、当該契約は、確定しないもの

とする。」とある。 

一方、請書とは、契約書の作成を省略できる場合に

おいて、契約の完全な履行を確保する目的で、主要事

項について、契約書に代えて契約の履行を誓約させる

ために契約の相手方から徴する書類をいう。

したがって、契約書のように契約の両当事者が記名

押印するものでもなく、また、単に契約の証拠化のた

めに徴するにすぎないものであり、法律上契約の確定

力を与えられているものでもない。

イ　建設業法第18条においては、「建設工事の請負契約

の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づい

て公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履

行しなければならない。」と規定している。

また、同法第19条第 1 項においては「建設工事の請

負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結

に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記

名押印をして相互に交付しなければならない。（各号

略）」、第 2 項においては「請負契約の当事者は、請

負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変

更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名

又は記名押印をして相互に交付しなければならな

い。」と規定している。 

以上のことから、工事請負契約を変更する場合に、

変更契約書を作成して相互に交付する扱いをすること

なく、請書を請負人から一方的に徴する現行の事務処

理については見直すべきである。

（措置の内容）

変更契約を請書によっている理由は、次のとおりで

す。

①　工事の場合、例外なく設計変更が行われるが、完

成期限に間に合わせるためには、契約変更の手続き

完了を待つことなく断続的に施工していく必要があ

ることから、実務的には、変更内容について建設工

事請負契約書（標準書式）第18条又は第19条の書面

協議を重ね、最後にまとめて設計変更を行う処理と

していること。

②　発注者、受注者双方が記名押印する契約書締結の

意義は、書面で契約の内容を明定にした上で相互確

認する点にあり、既に第18条又は第19条の書面協議

で相互確認がされている内容について、あえて変更

契約書を締結する必要性に乏しいこと。

現行の変更契約における請書の処理が違法とまで

は考えていませんが、中央公契連モデルの公共約款

を採用している大半の地方自治体が変更契約を変更

契約書の締結で処理しており、本県においても、請

書を変更契約書に変更することは問題はありませ

ん。

平成22年度には高知県土木行政総合情報システム

の更新が行われ、入札・契約事務も見直し時期に

なっていることから、これに合わせて変更契約書に

変えることを検討します。

( 7 )　建設工事における請負代金内訳書、現場代理人等の届

出について

（監査結果）

上記指針において、「工事請負契約とは、建設業法第

 2 条に規定する建設工事の請負」と定義している。ま

た、同法第 2 条第 1 項では、「この法律において「建設

工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に

掲げるものをいう。」としており、いわゆる土木工事ば

かりでなく、設備工事等を含むものとなる。したがっ

て、補修、改造又は解体する工事も対象となり、少額の

新規工事はもちろんのこと、少額の修繕も含むことにな

る。

しかしながら、土木事務所庁舎の少額の営繕等につい

ては、現実には、（工事）着手届、請負代金内訳書及び

現場代理人等の届出書類を徴していないことが多い。ま

してや、他部局の出先機関の少額の営繕等についてはな

おさらである。

以上のことからすれば、契約書を作成せず、請書も徴

しないような少額の庁舎の営繕等に関する建設工事につ

いては、請負代金内訳書、（工事）着手届、現場代理人

及び技術者届等は必ずしも徴する必要はないと考えられ

ることから、通達の見直しを検討されたい。

（措置の内容）

高知県公共工事等契約指針の工事請負契約は、すべて

工事請負費で発注され、請負代金額の大小に関係なく、

一律の取扱いとしています。

工事請負費で発注される建設工事では、請負代金内訳

書の提出と現場代理人の届出という工事請負契約上の義

務付けのほか、配置技術者の専任制等、建設業法の規定

による種々の制約があり、これらは一体的に県の規定に

盛り込まれて運用されていることから、請負代金額の大

小によってのみ部分的に例外規定を設けるのは困難で

す。

 4 　現金の保管関係

( 1 )　釣銭の明確化について

（監査結果）

釣銭については、収納現金の即日又は翌日の払込みの

延長を釣銭としての保管にまで拡大して運用している。

しかしながら、会計管理者が二日、三日延長して払い込

む場合の承認ならともかく、釣銭として一定額の保管を

常時承認することは適当でない。

（措置の内容）

県税を除く釣銭についても、釣銭に関する明確な根拠

を会計規則に規定します。

( 2 )　一時借入金に関する普通会計と公営企業会計との間の

繰替使用（運用）について

（監査結果）

一時借入金を調達する場合、最優先で繰替貸、繰替借

の手続をとり、有利子での外部資金の導入を少なくし、

県の外部へ支払う金利を少しでも減らすべきである。

このことは、自治法第 2 条第14項の「最少の経費で最

大の効果を挙げる。」、地方財政法（昭和23年法律第

109号）第 4 条第 1 項の「必要かつ最少の限度をこえ

て、これを支出してはならない。」との趣旨にも合致す

ることでもある。

しかしながら、公営企業会計には余裕資金があるにも

かかわらず、普通会計との間の繰替使用がなされていな

い。

よって、普通会計と公営企業会計との間での繰替使用

を検討すべきである。

（措置の内容）

一時借入金利子の軽減については、例年、 5 月末に
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行っていた県債借入を、一時借入金利子の軽減等を目的

に、Ｈ20年度には総額で174.3億円を前倒しで借り入れ

ました。

その結果として、一時借入金利子は約60％減（前回利

子23,679千円→今回利子9,523千円（会計企画課試算

値））になっております。前倒し借入だけの要因ではな

いと思いますが、一定の効果は出ているものと考えてお

ります。

今年度も引き続き、前倒し借り入れに取り組んでいく

予定です。

さらに、監査より指摘のありました公営企業局の余裕

資金（Ｈ21. 3 時点で約25億円）の活用についても、関

係課と検討していきます。

 5 　その他関係

（監査結果）

( 1 )　行政財産の目的外使用における納期限等の定め方に

ついて

電柱類の設置を複数年にわたって許可をする場合、許

可をした年度に複数年分を一括して徴収している事例が

ある一方、毎年一年分を徴収している事例もあり、取扱

いについての基準がない。

また、毎年一年分を調定して納入通知書を送る場合、

納期限を指定する基準がないことから、知事部局、教育

委員会その他でも納期限が一致していない状態になって

いる。

許可の相手方が同じ電力会社などであることからして

も、統一した取扱いとするよう検討を求める。

なお、以上のことは、普通財産の貸付けに対しても同

様である。

（措置の内容）

目的外使用許可の納期限については、関係先と調整し、

統一した運用に向けて検討します。なお、普通財産の貸付

についても同様です。

( 3 )　退職手当の負担ルールについて

（監査結果）

公営企業局とそれ以外の知事部局等の双方に在職して

いた職員が退職する際、たまたま、退職時に公営企業局

に在籍していたということで、退職金の全額を公営企業

会計で負担すると、費用が過大となり公営企業会計の決

算状況を適正に反映したものとならないおそれがある。

逆の場合は、過小に算定されることになり同様の結果と

なる。

したがって、退職手当については、職員の勤務実績に

応じた負担ルールを検討すべきである。ただし、これを

厳格に適用するとなると、額の算定が煩雑になることも

予想されることから、勤務年数によって振り分けるなど

簡易な方法によって公営企業会計の負担分を算定できな

いか検討されたい。

（措置の内容）

勤続期間の通算については、国や他の地方公共団体等

との間においても「職員の退職手当に関する条例」上、

通算できる経歴を持つ職員が同条例の適用職員として退

職した場合においては、在職期間を通算した期間を勤続

期間として退職手当を算定し、当課において退職手当の

支給を行っています。

この支給方法は、本県と同等のいわゆる通算規定を有

している国や他の地方公共団体等との間で一般的に行わ

れているもので、相互の職員の交流が長期的な観点では

均衡するとの考えのもとに、個々の異動に伴う財源調整

などの煩雑な事務手続を省略することによる事務の効率

化を図っているものと考えられます。

以上のことから、公営企業局との間で実施している現

行の支給方法は、同条例上特に問題はないものと考えて

おりますが、国や他県の状況等を見極めながら、さらに

適正な方法がある場合には、その負担方法について検討

していきます。

21高教政第377号

平成21年 6 月22日

高知県監査委員　様

高知県教育委員会委員長

平成20年度行政監査結果に対する措置について

平成21年 2 月27日付け21高監報第 4 号で報告のありました、平

成20年度行政監査結果に対して、下記のとおり措置しましたので

通知します。

記

 1 ．行政財産の目的外使用料の減免について

( 1 )　申請書類について

（監査結果）

・　申請に必要な公図の写し又は配置図等が添付されてい

ない事例があった。

・　図面に使用位置を表示したのみで、使用範囲・寸法が

明示されていない事例があった。（事例：窪川高等学

校、高知農業高等学校の自動販売機）

・　自動販売機の設置において、使用面積を一律に 1 台 1 

平方メートルとして処理している事例が多く見られた。

（措置内容）

事務の簡素化及び適正化の観点から、規定や通知の改正

を管財課に申し入れるとともに、管財課において見直され

る取扱基準等により、許可の場所や範囲、面積等が十分確

認できる図面（配置図等）を添付させることとします。

また、自動販売機等の使用面積単位についても、管財課

において見直される取扱基準等に従い、処理します。

( 2 )　財産管理システムについて

（監査結果）

財産管理システム上、減免額の未登録が 4 件あった。

（措置内容）

未登録 4 件については財産管理システムに登録しまし

た。今後は登録ミスがないよう、確実に処理していきま

す。

 2 ．物品管理の内部統制について

( 1 )　物品管理の状況について

（監査結果）

以下の不備が認められた。

・　重要物品の表示が不鮮明又はできていなかった事例

・　物品の現物が照合できなかった事例

・　重要物品の現物がない事例（くん煙器・土壌消毒

機）

・　登録誤りに基づく台帳と現物の相違（無線送受信

機）

・　現物の一部欠落（ブース）

・　廃棄すべき備品を廃棄していなかった事例

・　老朽化等により全く使用していない事例

・　有効活用が可能な備品が全く使用されていなかった

事例

　　（措置内容）

監査結果

重要物品の表示

が不鮮明又はで

きていなかった

事例

物品の現物が照

合できなかった

事例

重要物品の現物

がない（くん煙

器・土壌消毒

機）

学校名

室戸高校

高知農業高校

高知工業高校

中芸高校

幡多農業高校

高知農業高校

措置状況

・　各校とも表示シー

ル添付済み

・　各校とも物品廃棄

時に、台帳の登録を

抹消することができ

ていなかった

・　台帳の登録抹消手

続き済み

・　廃棄時に重要物品

であるという認識が

欠如していたため正

規の手続きを行わず

廃棄していた
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重要物品をはじめとする物品の管理については、昨年

度、県立高校で特別指摘を受けたこともあり、事務長を対

象とした会議の際に、適正に物品を管理するよう指導を

行っています。今後も引き続き、物品の管理は教員のみに

任せることなく、必ず事務職員が現物と台帳の照合確認を

行い、また財産規則等を遵守し、適正に物品の管理を行う

よう指導を続けていきます。

また、有効活用が可能な備品については、関係課と連携

しながら引き取り先を探していくようにしたいと考えてい

ますが、競技人口が減少していくなかで、引き取り先も見

つけがたいことから、ある一定期間引き取り先を探した後

は、売り払いまたは廃棄を行う仕組みも今後考えていきま

す。

( 2 )　物品管理システムについて

（監査結果）

物品管理システム上、未登録のものがあった。（城山高

校）

（措置内容）

登録の漏れていた物品（公印）を物品管理システムに登

録しました。

会計発第152号

平成21年 6 月26日

高知県監査委員　様

高知県公安委員会委員長

平成20年度行政監査結果に基づく措置について（通

知）

平成21年 2 月27日付け21高監報第 4 号で報告のありましたみだ

しのことにつきましては、別添のとおり措置しましたので、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により通知

します。

別添

 1 　行政財産の目的外使用料の減免について

○　指摘事項

室戸署の駐車場使用料減免に係る管財課及び財政課への合

議が、公図の写し又は建物図を添付しないままなされてい

た。

○　改善（確認）結果

原本には、図面を添付して合議を受けているが、行政監査

で監査委員事務局に提出した写しに、添付していなかったこ

とを確認した。

 2 　物品管理の内部統制について

( 1 )　備品の表示について

○　指摘事項

ア　土佐署の直接撮影分離型装置及び遺体保冷庫に備品表

示がなかった。

イ　宿毛署のレーダースピードメーター及び直接撮影分離

型装置の備品表示が不鮮明であった。

○　改善（確認）結果

ア　直ちに備品表示を行い改善した。

イ　不鮮明と指摘のあった備品表示票の貼り替えを行い改

善した。

( 2 )　処分について

○　指摘事項

宿毛署の交通教室用信号機及び人工呼吸訓練用ダミー人

形は、老朽化等により全く使用していない。

○　改善（確認）結果

交通教室用信号機は、平成21年 2 月19日に、また、人工

呼吸訓練用ダミー人形は、平成21年 3 月 9 日に、それぞれ

不用決定を行い廃棄した。

( 3 )　その他

○　指摘事項

中村署のパソコン 2 台は、既に廃棄されているにもかか

わらず、不用決定がされず、物品管理簿に記載されたまま

となっていた。

○　改善（確認）結果

指摘を受けたパソコン 2 台については、平成20年12月10

日に不用決定を行い、物品管理簿からも抹消した。

監査公表第 3 号

平成24年 3 月 9 日

高知県監査委員　浜田　英宏

同　　　　　　　桑名　龍吾

同　　　　　　　坂本　千代

同　　　　　　　朝日　満夫

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第 7 項の規定によ

り、財政的援助団体等の監査を実施したので、同条第 9 項の規定

により、その結果を次のとおり公表する。

登録誤りに基づ

く台帳と現物の

相違（無線送受

信機）

現物の一部欠落

（ブース）

廃棄すべき備品

を廃棄していな

かったもの

老朽化等により

全く使用してい

ない事例

有効活用が可能

な備品が全く使

用されていなか

った事例

須崎工業高校

岡豊高校

四万十高校

中芸高校

幡多農業高校

宿毛高校

高知小津高校

・　不用決定処理済み

・　物品管理システム

に二重登録していた

ことを確認のうえ、

台帳登録を抹消済み

・　廃棄時に重要物品

であるという認識が

欠如していたため正

規の手続きを行わず

一部廃棄していた

・　重要物品として不

用決定を行った後

に、一部使用可能な

ものについては、普

通物品として使用

・　公印規程に基づき

廃棄処理済み

・　使用しないことを

再度確認後、廃棄処

理する予定

・　廃棄処理済み

・　他の学校や体育施

設での有効活用がで

きるよう検討中

・　他の学校や体育施

設での有効活用がで

きるよう検討中
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